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公益財団法人日本船員雇用促進センター 

(2024年 4月改訂) 

 

船舶職員知識・能力審査の申請ガイドライン 

 

当センターは、国土交通省の認定を受けた船舶職員知識・能力審査（以下、「承認審査」とい

う。）を実施しています。 

承認審査の受験に当たっては、本ガイドラインに従って申請をお願いします。 

 

１. 受験資格 

以下の①②③を満たす者であること 

① STCW条約に基づき、我が国と承認に関する約束をした国が発給した締約国資格証

明書を受有する者 

② 国内海事法令講習を修了した者 

③ 別表第 2 に掲げる乗船履歴を有する者 

 

２. 受験申請書の提出先 

公益財団法人 日本船員雇用促進センター 国際部 

          〒104-0043 東京都中央区湊 1丁目 6番 11号 ACN八丁堀ビル 6階 

Tel： +81-3-3523-5992  e-mail： iqd@secoj.com 

 

３. 提出書類 

①の申込書をメールで提出後、②～⑫の書類を日本船員雇用促進センター 国際部あて郵

送してください。 

受験者ごとクリアファイル等で他の受験者の書類と混ざらないようにしてください。 

＜船舶職員知識・能力審査受験に必要な書類＞ 

① 受講申込書（Form No.1(APPLICATION FORM BY SECOJ)/Excel） 

       申込書は、以下のアドレスに E-mail で提出願います（システムへアップロードするた

め、書式変更不可）。 

 氏名欄には、COC と同じ大文字フルネームを記入してください。 

➢ SECOJ国際部：iqd@secoj.com 

②  申請日前 6 ヶ月以内に撮影した本人の写真   1 葉 

縦 30mm、横 24mm の単独、無帽かつ上三分身のものであって台紙に貼らず、裏面

には氏名を記載のこと（このほか、⑥身体検査証明書及び⑩締約国資格受有者承認証

用写真表 写真各１葉が必要になります） 

※当分の間は従来通り３０mm×３０mmでも受付可 

③  旅券のコピー又は性別、国籍及び生年月日を証する書類であって権限のある機関

が発行したもの。                              1 通 

 旅券は、合格発表日まで有効なものであること。 

mailto:iqd@secoj.com
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④ 締約国資格証明書とその裏書(COC & COE）の写し   1 通  

 COC & COE は、別表第 1 に示した国が発給したものに限り、承認証交付日まで有効

なものであること。また、COC & COEが別の場合はそれぞれの写しを提出ください。 

⑤ 乗船履歴証明書（承認申請用）（第 2号様式）  1 通 

乗船履歴は、乗船年月日の新しいものから順番に記載願います。また、履歴を証明す

る担当者は、受験者の乗船期間の確認とともに、以下の点について注意願います。 

➢ 乗船履歴証明書は添付(Form No,2)のみの提出を受け付けます。他の様式の

場合、自動計算式が異なり、乗船履歴が正しく計算されません。 

➢ 転船、同一船舶内の職務変更等がある場合、同一日時の入力を行わないように

お願い致します。 

 

                   ランク       乗船日      下船日 

（×例 ：3RD Deck Officer 2-JUN-2010 → 2-OCT-2010 

2ND Deck Officer 2-OCT-2010 → 12-APR-2011) 

（○例：3RD Deck Officer 2-JUN-2010  → 1-OCT-2010 

2ND Deck Officer 2-OCT-2010  → 12-APR-2011) 

 

（甲板部） 

民間審査を受け

ようとする職務 

乗   船   履   歴 

船  舶 期 間 職       務 

船長 

 

 

 

 

 

 

 

国際航海に従事

する船舶 

 

 

 

4年以上 

 

 

船舶職員（航海）又は船舶の運航（船舶

職員（航海）として 3年以上の乗船履歴

を含むこと。） 

3年以上 

 

 

 

 

船舶職員（航海）又は船舶の運航（船舶

職員（航海）として 2年以上の乗船履歴

を含み、かつ、船長又は一等航海士とし

て 1年以上の乗船履歴を含むこと。） 

一等航海士    〃 2年以上 

 

 

船舶職員（航海）又は船舶の運航（船舶

職員（航海）として 1 年以上の乗船履歴

を含むこと。） 

二等航海士    〃 1年以上 船舶職員（航海）又は船舶の運航 

三等航海士    〃 1年以上 船舶職員（航海）又は船舶の運航 
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（機関部） 

民間審査を受け

ようとする職務 

乗   船   履   歴 

船  舶 期 間 職       務 

機関長 

 

 

 

 

 

 

 

国際航海に従事

する船舶 

 

 

 

4年以上 

 

 

船舶職員（機関）又は機関の運転（船舶

職員（機関）として 3年以上の乗船履歴

を含むこと。） 

3年以上 

 

 

 

 

船舶職員（機関）又は機関の運転（船舶

職員（機関）として 2年以上の乗船履歴

を含み、かつ、機関長又は一等機関士

として 1 年以上の乗船履歴を含むこ

と。） 

一等機関士    〃 2年以上 

 

 

船舶職員（機関）又は機関の運転（船舶

職員（機関）として 1 年以上の乗船履歴

を含むこと。） 

二等機関士    〃 1年以上 船舶職員（機関）又は機関の運転 

三等機関士    〃 1年以上 船舶職員（機関）又は機関の運転 

 

⑥ 締約国資格受有者身体検査証明書（第 3号様式） 1通 

➢ 指定医師による視力、色覚、聴力、疾病及び身体機能の障害についての検査を行

い、その検査結果を記載してください。 

➢ 証明書の右下に検査日、医師の氏名並びに医療機関の所在地及び連絡先を記入

してください。 

➢ 検査日は、承認申請締切日前 6 ヶ月以内であることに留意してください。 

➢ 航海・機関・通信のそれぞれに必要な視力検査の合格基準は以下のとおりとなっ

ていますのでご留意ください。 

・海技士（航海）の資格：視力（矯正視力を含む）が両眼共に 0.5 以上であること。

(20feet は 20/40 以上) （6mは 6/12 以上） 

・海技士（機関）の資格：視力（矯正視力を含む）が両眼で 0.4 以上であること。

(20feetは 20/50以上) (6mは 6/15以上) 機関士の場合、両眼欄に数値を

記入してください。 

・海技士（通信）又は海技士（電子通信）の資格：視力（矯正視力を含む）が両眼共に 0.4

以上であること。(20feet は 20/50 以上) （6m は 6/15 以上） 

 

⑦ 国内海事法令講習修了証明書の写し 1通 

但し、国内海事法令講習を承認審査の直前に受講するため申請書類提出時に同修了

証明書の写しを提出できない場合は、承認審査当日の提出を認めます。 

また、船長又は機関長以外の就業範囲の指定を受けた承認証を受有する者が、そ

れぞれ船長又は機関長以外の就業範囲の指定に係る承認を受けようとする場合

にあっては、国内海事法令講習の修了証明書の写しに代えて、受有する日本の承
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認証の写し（1通）の提出に代えることができます。 

⑧ 以前日本の承認証を受けた者にあっては同承認証の写し      1 通 

 国内海事法令講習修了証明書の写しを提出する場合においても、発給済みの承認認

証番号の国土交通省への通知が必要となるためご提出ください。本写しの提出がない

場合、新しい承認証の発給は行われない場合があるのでご注意ください。 

⑨返信用封筒       2 通 

受験票及び承認証を返送するため、レターパック又は宅配便（着払い）伝票に宛名を記

載して提出してください。 

⑩国土交通省への承認証申請に必要な書類 

受験者本人のサイン及び写真（1枚）が付いた締約国資格受有者承認証用写真表 

（第 17号様式の(第 65条の 6関係）） 

 この写真で承認証が発給されますので、以下の点について注意願います。 

➢ 正しいサイズ(縦 30mm×横 24mm)であること 

➢ 承認審査申請日前 6 ヶ月以内に撮影したものであること 

➢ 上三分身の撮影を厳守していること（顔のみ、無帽） 

➢ 良質な写真を使用していること 

➢ 写真の裏に氏名を記入していること 

➢ 写真票のサインは熱で消える(フリクション)ボールペンは使用しないこと 

⑪ 締約国資格受有者承認申請書（第 15号様式（第 65条の 2、第 65条の 6関係）） 

以下の点について注意し記入願います。 

➢ 第 15 号様式の“④申請者氏名”は COC/COEのとおりに記載する 

➢ 第 15 号様式の“⑩申請年月日”は申請締切日を記入する 

➢ 第 15 号様式の“⑪外国での承認試験の希望の有無”は”無（No）”にチェッ

クする 

➢ 配布している記入例(添付 Appendix 25 に従って ABC、123 等の文字を枠に

かからないよう記入願います。 

➢ 乱雑に記載されていると読み込みができず、誤った承認証が発給されるおそれが

あります。 

➢ 鉛筆で記入してください。 

⑫ 受験者の氏名・住所を記入した納付書（第 16号様式その 2（第 66 条関係）） 

以下の点について注意願います。また、収入印紙貼付の必要ありません。後日、受験

料とともに請求させていただきます。 

➢ 第 16 号様式の“年月日”は合格発表日を記入する。 

 

４. 申請にあたっての注意事項 

基本的に国土交通省が行う承認試験と申請方法及び申請書類は一緒ですが、以下の点が

異なりますので、ご注意ください。申請書類の作成にあたっては、日本船主協会作成の「承

認船員制度に関する手引書」を参照願います。 

① 国土交通省が行う承認試験の申請先は関東運輸局ですが、承認審査は日本船員雇用

促進センター 国際部となります。 
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② 承認審査合格後、承認証取得のための関東運輸局への申請については、国土交通省

の要請により、当センターが一括して行っています。承認審査の合格発表日から承認

証の交付まで１週間程度を要します。 

 

５. 申請書の受理 

申請が受理されますと、各船社宛に受験票を受験日までに発送します。 

受験日及び集合時刻は受験票にてご確認下さい。 

 

６. 船舶職員知識・能力審査項目、時間及び審査内容 

 承認審査は、以下の身体確認及び口頭試問の 2つで構成されます。身体確認で合格基準に達

しない受験者に対しては口頭試問を行いません。 

（１）身体確認 

 基本的に検査項目は 1 のみですが、身体検査証明書で判断できない場合、その他審査員が検

査の必要性を認めた場合に検査項目 2が行われます。 

検査項目 実施要領 

1.身体機能の確認 

受験者に次の運動をさせ、その間各受験者の身体機能の障害の有

無及び運動機能の状況を観察する。 

ア.手指を屈伸させる。 

イ.手を前、上、横に屈伸させる。 

ウ.手を腰につけ、かかとを上げさせて膝の深屈伸をさせる。 

エ.上肢の手指に障害がある者に対しては、握力計による検査を行

う。 

（２）口頭試問 

口頭試問は、以下の時間及び科目について、原則として受験者個別に行います。 

審査時間 

船長/機関長 75分以内 一等航海士/一等機関士 60分以内 

二等航海士/三等航海士 45分以内 二等機関士/三等機関士 45分以内 

 

コース 科目 

船長、一等航海士、二等及び三等航海士 

航海(航海計器、航法等） 

運用（構造、当直、気象・海象等） 

法規（海上交通法規、船員法等） 

機関長、一等機関士、二等及び三等機関士 

機関Ⅰ（主機推進関係） 

機関Ⅱ（補機・電気関係） 

機関Ⅲ（燃料・制御関係） 

執務一般（当直、安全、保安、法規） 
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７. 合格基準 

身体確認の結果、当センターが定める合格基準に達していること、及び口頭試問の結果、総

計点数の 65％以上の得点に達した場合、合格者とします。 

 

８. 受験日当日の注意事項 

（１） 必要書類 

受験者確認及び申請書類の確認のため、以下の書類を持参してください。また、受験

日当日は書類のチェックも行いますので集合時刻を厳守してください。 

➢ 受験票 

➢ 締約国資格証明書とその裏書(COC & COE）の原本 

➢ （事前提出していない場合）国内海事法令講習修了証明書の写し（1 通） 

 

（２） 注意事項 

審査当日に審査員により原本確認される COC& COE については、必ず審査当日に

提示できるよう準備願います。 

審査員が現地を発つまで原本確認できない場合はキャンセル扱いとなります。更新中

であっても後日の提出は受け付けません。 

 

９. 受験料  

審査終了後に、国土交通省への承認証申請に必要な収入印紙代とともに、全費用を受験

者数で除した額を 1 人あたりの受験料として請求させていただきます。受験料は、受験者数に

よって変動します。なお、受講票発行以降のキャンセルにつきましては、キャンセル料（１万円）

を請求させていただきます。 

 

以上 


